
県立学校 非常変災時の対応方針（地震編） 

◎児童生徒の動き 

  

 震度５弱以上の地震が発生した場合 

登 校 前 登 下 校 中 登 校 後 

◎安全を確保し、学校から 

の指示を待つ。 

学 校 待 機 自 宅 待 機 最寄りの避難所待機 

◎安全を確保し、学校から 

の指示を待つ。 

・休校～保護者と連絡を取

り、安全なら帰宅 

・学校再開～安全確認の 

うえ可能なら登校 

・下校時～保護者と連絡を

取り、安全なら帰宅 

 

 

 

◎一番近いところへ移動 

◎安全に留意して下校 

ただし 

・保護者と連絡がつかない 

・日没までに帰宅できない 

場合等は下校しない。 

◎到着確認メール送付 

学校による情報収集・安全

確認→下校可能と判断 

◎安全を確保し、教職員の 

指示にしたがう。 

保護者へ引き渡し 生 徒 一 斉 下 校 

特に被害がなく 

帰宅に支障がない 

※特別支援学校は、生徒

のみで下校させない。 

原 則 


